--------------------------
規則
--------------------------
こうち男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成26年３月31日
高知県知事　尾﨑　正直
高知県規則第　号
こうち男女共同参画センターの設置及び管理に関する条
例施行規則の一部を改正する規則
こうち男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成10年高知県規則第122号）の一部を次のように改正する。
第２条第１項中「規定によりセンターの施設（その附属設備を含む。以下「施設」という」を「許可施設（同項に規定する許可施設をいう。以下同じ」に改め、「施設の」及び「別に」を削り、同条第２項中「施設の」を削り、「別記第１号様式」を「知事に対して、別記第１号様式」に改め、「知事に」を削り、同条第３項中「第１項又は前項」を「前２項」に改め、同項ただし書中「次条」を「次条第１項及び第２項」に、「及び」を「並びに」に改め、同項第１号中「利用開始日の１年前」を「利用を開始する日の１年前の日」に改め、同項第２号中「利用開始日の６月前」を「利用を開始する日の６月前の日」に改め、同項第３号中「施設」を「許可施設」に、「利用開始日の３月前」を「利用を開始する日の３月前の日」に改め、同項第４号中「施設」を「許可施設」に、「利用開始日の２月前」を「利用を開始する日の２月前の日」に改める。
第３条第１項中「施設の利用の」を「利用の」に、「施設の利用を」を「許可施設の利用を」に改め、同条第２項中「規定により施設の利用」を「利用の許可を受けた事項」に、「「施設の利用」を「「利用」に、「指定管理者が別に」を「指定管理者に対して、指定管理者が」に改め、「指定管理者に」を削り、同条第３項中「知事に」を「知事に対して」に改める。
第４条中「第２条第２項」を「第２条第２項又は前条第２項（センターの管理を指定管理者が行うことができない場合に限る。）」に改める。
第５条第１項中「施設の」及び「別に」を削る。
第６条中「受ける際に」を「受ける際にこれを」に改める。
第７条第２項中「受けた」を「得た」に改める。
[bookmark: at8cl1]第８条中「条例第13条第２項の規定による」を「消費税法（昭和63年法律第108号）第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た消費税の額及び当該消費税の額に高知県税条例（昭和33年高知県条例第１号）第70条の４に規定する地方消費税の税率を乗じて得た地方消費税の額を加えることとなる条例第13条第２項の規則で定める」に改める。
第９条第１項中「次に掲げるとおり」を「次の各号のいずれかに該当するとき」に改め、同項第１号中「使用する」を「許可施設を利用する」に改め、同項第２号中「適当であると」を「適当であると知事が」に改め、同条第３項中「別記第６号様式」を「知事に対して、別記第６号様式」に改め、「知事に」を削り、同条第４項中「使用料減額（免除）承認通知書により」を「使用料減額（免除）承認通知書を当該申請をした者に交付し」に改め、「、それぞれ」を削る。
第10条第１項中「次に掲げるとおり」を「次の各号のいずれかに該当するとき」に改め、同項第１号中「施設」を「許可施設」に改め、同項第２号中「適当であると」を「適当であると知事が」に改め、同条第２項中「別記第８号様式」を「知事に対して、別記第８号様式」に改め、「知事に」を削り、同条第３項中「使用料還付決定通知書により」を「使用料還付決定通知書を当該請求をした者に交付し」に改め、「、それぞれ」を削る。
第11条中「施設」を「許可施設」に、「必要により」を「必要があって」に改める。
[bookmark: at12cl1]第12条中「利用者は、」を「利用者は、許可施設の」に改め、「施設の」を削る。
第13条第４号中「施設」を「センターの施設」に、「又は損壊しない」を「損壊し、又は汚損し、若しくは損壊するおそれのある行為をしない」に改める。
第15条中「施設」を「センターの施設」に、「知事」を「指定管理者」に改める。
第16条第２項第１号中「に規定する」を「に掲げる」に改め、同項第２号中「、寄附行為」を削り、同項第３号中「団体にあっては」を「団体にあっては当該団体の」に改める。
第17条中「知事が」を「知事が別に」に改め、「、別に」を削る。
別記第４号様式及び別記第５号様式を次のように改める。


別記第６号様式から別記第９号様式までの規定中「において」を「において読み替えて」に改める。
別記第10号様式を次のように改める。


附　則
この規則は、平成26年４月１日から施行する。







































規　則
◎こうち男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

